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衆
議
院
議
員
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浩
君
提
出
放
射
性
ラ
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る
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答
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一
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
十
月
に
東
京
都
世
田
谷
区
八
幡
山
で
高
い
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
、
同
年
十
一
月
以
降
に
そ
の
原
因
物
質

と
し
て
掘
り
起
こ
さ
れ
た
ラ
ジ
ウ
ム
二
二
六
（
以
下
「
本
件
物
質
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
本
件
物
質
が
発
見
さ
れ
た

土
地
（
以
下
「
本
件
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
が
そ
の
廃
棄
を
依
頼
し
た
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
廃
棄
業
者
の
事
業
所
及

び
本
件
土
地
上
に
建
築
さ
れ
た
建
物
等
の
中
に
お
い
て
、
放
射
線
量
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
鉛
に
よ
る
遮
�
が
行
わ
れ
る
な

ど
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
件
物
質
に
係
る
処
理
費
用
の
試
算
額
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

ラ
ジ
ウ
ム
二
二
六
等
の
放
射
性
同
位
元
素
が
廃
棄
さ
れ
、
地
中
等
か
ら
発
見
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
同
位

元
素
の
所
有
者
や
当
該
廃
棄
を
行
っ
た
者
を
確
知
で
き
な
い
と
き
に
お
け
る
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
の
廃
棄
に
係
る
国
の

一



対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
風
評
被
害
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
土
地
で
本
件
物
質
が
発
見
さ
れ

た
際
を
含
め
、
出
所
不
明
の
ラ
ジ
ウ
ム
二
二
六
等
の
放
射
性
同
位
元
素
が
地
中
等
か
ら
発
見
さ
れ
た
際
に
は
、
報
道
発
表
に

お
い
て
当
該
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
線
に
よ
る
影
響
等
に
つ
い
て
正
確
を
期
し
て
公
表
す
る
な
ど
の
対
応
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
正
確
か
つ
丁
寧
な
対
応
を
続
け
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

土
地
購
入
等
の
際
に
当
該
土
地
の
放
射
線
量
の
検
査
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
購
入
者
等
の
判
断
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

今
後
、
出
所
不
明
の
ラ
ジ
ウ
ム
二
二
六
等
の
放
射
性
同
位
元
素
が
各
地
で
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え

て
い
る
。

二


